
おまわりさんからのお知らせ

秋の行楽期における交通事故防止
秋の行楽期はレジャーなどに

より自動車の交通量が増加し、
高速道路や幹線道路での交通渋
滞、わき見や居眠り運転などに
よる重大事故の発生が心配され
ます。
「安全で楽しいドライブ」の

ため、車を利用されるときは次
のことを注意しましょう。

○ゆとりのある運転計画と適度
な休憩
○安全な速度で走る
○「止まって確かめる」
○チャイルドシート・シートベ
ルトの着用の徹底
○わき見運転の防止
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７
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団
事
務
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６
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退
職
金
の
準
備
は
万
全
で
し
ょ

う
か
。
中
退
共
は
中
小
企
業
で
働

く
従
業
員
の
た
め
の
退
職
金
制
度

を
運
営
し
て
い
ま
す
。

安
全
確
実
な
中
退
共
制
度
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

制
度
の
特
色

○
適
格
退
職
年
金
制
度
か
ら
の
移

行
先

○
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成

○
掛
金
は
税
法
上
、
全
額
非
課
税

▼
問
い
合
わ
せ

村
商
工
会
　
1

２
３
―
２
９
１
８

▼
日
時
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年
11
月
28
日
（
火
）

午
後
１
時
〜
４
時

▼
場
所

沼
田
市
保
険
福
祉
セ
ン

タ
ー

▼
予
約
方
法

1
２
２
―
１
９
９

０
（
定
員
に
達
す
る
ま
で
当
日
の

受
付
も
可
能
で
す
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▼
担
当
弁
護
士

群
馬
弁
護
士
会

会
員
４
人

▼
相
談
受
付
人
数

24
人
程
度
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介護について
クリスマス

〃

11月18日(土)
12月２日(土)
10月16日(土)

期　　日 特　集

第１・３土曜日は
公民館図書室へ

■時間 午前10時～午後２時

■小学生向けの特集

11月　魔法使いの絵本　

12月　クリスマスの絵本

■問い合わせ 村教育委員会

事務局1２４－５１２０

交
通
事
故
に
よ
る
示
談
・
損
害

賠
償
請
求
の
し
か
た
や
調
停
、
訴

訟
な
ど
の
法
律
問
題
に
対
し
、
専

門
の
相
談
員
や
弁
護
士
が
無
料
で

公
正
中
立
な
立
場
か
ら
助
言
を

し
、
問
題
解
決
の
お
手
伝
い
を
し

ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

▼
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５
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談
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▼
弁
護
士
相
談
（
前
日
午
後
５
時

ま
で
に
要
予
約
）

原
則
と
し
て

毎
月
第
２
、
３
、
４
火
曜
日
　
午

後
１
時
〜
４
時

（
財
）
群
馬
銀
行
環
境
財
団
で

は
、
平
成
18
年
度
「
群
馬
銀
行
環

境
財
団
賞
」
を
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象

①
環
境
に
配
慮
し
た
街

づ
く
り
、
里
づ
く
り
へ
の
実
践
活

動
、
工
夫
、
提
案
な
ど
、
②
地
球

環
境
や
生
態
系
を
守
る
た
め
の
身

近
な
実
践
活
動
、
研
究
、
提
案
な

ど
。

▼
応
募
資
格

群
馬
県
内
の
、
営

利
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
わ
な

い
法
人
・
団
体
お
よ
び
個
人
。

※
小
・
中
・
高
等
学
校
お
よ
び
特

殊
教
育
諸
学
校
は
除
く
（
学
校
関

係
者
の
応
募
は
可
能
）。

▼
応
募
方
法

応
募
用
紙（
自
由
）

に
応
募
者
の
名
称
（
団
体
の
場
合

は
代
表
者
氏
名
も
記
入
）、
所
在

地
、
電
話
番
号
、
テ
ー
マ
を
記
入

し
、
活
動
記
録
（
５
、
０
０
０
字

以
内
）
と
写
真
、
研
究
報
告
な
ど

の
主
な
資
料
を
添
え
て
提
出
。

※
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

▼
期
限

18
年
12
月
18
日
（
月
）

▼
賞
の
内
容

７
点
以
内
（
１
点

10
万
円
）
を
表
彰
。

▼
選
考
方
法

財
団
法
人
群
馬
銀

行
環
境
財
団
役
員
会
で
決
定
。

▼
応
募
・
問
い
合
わ
せ

〒
３
７

くらしの
情　報
広く村民の皆さんに呼びか
けたいことがありまし
たら、このページを
ご利用ください。

群
馬
銀
行
環
境
財
団
賞
に

ご
応
募
く
だ
さ
い

◆
財
団
法
人
群
馬
銀
行
環
境
財
団

交
通
事
故
相
談
の
ご
案
内

◆
県
交
通
政
策
課

中
退
共
で
退
職
金
を

◆
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

無
料
法
律
相
談
会
の
お
知
ら
せ

◆
群
馬
弁
護
士
会

▼
お
知
ら
せ



そうだんがいど

家庭内や隣近所のもめごとなど
でお悩みの人は、ご相談ください。
村人権擁護委員が相談に応じま
す。◆日時：12月７日（木）、午
後１時30分～４時、◆会場：役
場会議室。

高血圧や糖尿病などでお悩みの
人は、ご相談ください。役場保健
師が相談を受けます。◆日時：
11月30日（木）、午後１時～４時、
◆場所：村保健センター1２４－
５１４２。

「眠れない」、「イライラして落
ち着かない」など、心に悩みを持
つ人はご相談ください。専門家が
相談に応じます。◆日時：12月
１日（金）、午後１時30分～（事前
に電話予約を）、◆会場：沼田保
健福祉事務所1２３－２１８５。

パートナーからの暴力やさまざ
まな悩みを持っている女性の相談
や支援を行います。◆日時：平日
午前９時～午後８時、土日祝日午
後１時～５時◆相談専用電話1０
２７－２３１－４４８８

国民健康保険税６期、下水道使

用料４期は１１月３０日（木）が

納期です。完納にご協力ください。

今・月・の・納・期

こころの相談

女性相談センター

健康相談

特設人権相談所
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10
月
届
出
分

う
ぶ
ご
え

わが村の人口

人　口　7,874人　(±０)
男　　3,885人　(－３)
女　　3,989人　(＋３)

世帯数　2,242人　(＋３)
※（ ）内は前月比

11月１日現在（住民基本台帳人口）

※
掲
載
を
希
望
さ
れ
な
い
方
は
、

届
出
の
際
に
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

中
　
宿
・
見
城
　
柚ゆ

実み

ち
ゃ
ん

さ
ん
の
子
10
月
８
日
生

・
葛
西
ま
ひ
ろ
ち
ゃ
ん

さ
ん
の
子
10
月
９
日
生

滝
　
寺
・
後
藤
　
聖き

よ

琉る

く
ん

さ
ん
の
子
10
月
18
日
生

田
　
岸
・
小
宮
　
怜さ

と

姫き

ち
ゃ
ん

さ
ん
の
子
10
月
22
日
生

□
お
誕
生
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

大
　
堀
　
　
野
　
　
勉
さ
ん

76
歳
　
10
月
17
日
没

大
河
原
　
高
橋
　
和
彦
さ
ん

37
歳
　
10
月
17
日
没

長
者
久
保

星
野
　
て
る
さ
ん

85
歳
　
10
月
19
日
没

・
　
　
　
幸
子
さ
ん

54
歳
　
10
月
24
日
没

■
ご
め
い
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

お
く
や
み
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美

赤
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原

第
　
一

橡
久
保

北
　
部

不動産を公売します
日　時　平成19年１月30日(火)

午前10時30分
場　所　昭和村役場　第２会議室

公売物件
不動産の種類　　土地
所　　　　在　　利根郡昭和村大字貝野瀬字中野下4649番
地　　　　目　　畑
地　　　　積　　計　2,065㎡
公売保証金　　190,000円
見積価額（最低公売価額） 1,855,000円

村税の滞納処分として差し押さえた不動産を入札により公売(売却)します。
入札には原則としてどなたでも参加できますが、下記物件は農地のため農業
委員会から交付された「買受適格証明書」が必要となります。

・不動産の表示は、登記簿上の表示です。
・事情により公売を中止することがありますので、入札に参加する際には事前
にお問い合わせください。

※詳細については、役場税務課にお問い合わせいただくか、役場ホームページ
（http://www.vill.showa.gunma.jp）でご確認ください。

～ 村税等の徴収強化を進めます～
自主財源である村税は非常に重要な財源です。納税の公平性を保つため村税

などの徴収強化を進めます。電話催告や徴収訪問などを行っても、納税に誠意
がみられない滞納者については、次の内容で取り組みます。
・預貯金、不動産、電話加入権等の差押えの執行
・勤務先に対する給与照会及び給与差押えの執行
・取引先に対する売掛金の照会及び同債権差押えの執行
・地方税法第48条の規程（村に代わって県税事務所が個人県民税の徴収及び
滞納処分を実施できる）に基づく徴収の引継ぎを実施


